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租税法律主義
租税を課すには法律の定める規定による（憲法第84条）

関税は、輸入品に課せられる税
国家が法律又は条約により輸入貨物に課し、原則として、その
貨物を輸入する者から徴収する租税（関税法第３条及び第６条）

１

１.関税とは

関税額の計算

物品を、品目表の品目毎にその課すべき関税率あるいは関税率の上

限を示した表（品目表＋関税率）（関税定率法第３条別表）を基に、正し
い分類を行い、計算する

品目によって異なる

関税額 ＝ 課税標準 × 関税率

関税率を知るには、まず品目の分類を知る必要がある。

https://www.google.co.jp/url?q=http://blog.livedoor.jp/nandeya_umeda/archives/50902684.html&sa=U&ei=ZSNFU9SQHJCmkgXr0ICYDQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNE1aez0QxVzvwz1fdiazzbbWjOtdw
https://www.google.co.jp/url?q=http://blog.livedoor.jp/nandeya_umeda/archives/50902684.html&sa=U&ei=ZSNFU9SQHJCmkgXr0ICYDQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNE1aez0QxVzvwz1fdiazzbbWjOtdw


HS条約（1988年発効）
（商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約）

International Convention on the Harmonized Commodities Description and Coding System

ＷＣＯ（世界税関機構）が管理

輸入貨物が関税率表上のいずれに分類されるかを決定することを
「品目分類」（または「関税分類」）という。

①関税率の適用にあたり、統一性・透明性を確保する必要。
②国際関税交渉において対象品目の範囲・定義を明確に定める必要。

 すべての「モノ」を統一基準で分類。

 農産物から工業品まで、まずは2桁の数字で第01類から第97類まで分類し、

それぞれの類の中で項（数字4桁）、号（数字6桁）まで細分化。

 各国の裁量で6桁から更に細分を設けることも可能（日本は 9桁まで細分化）。

２

２.品目分類について

・品目分類とは

関税率表はＨＳ条約のＨＳ品目表（6桁）に基づく



品目を全ての分類

輸出入されるあらゆる貨物が必ずどこかに分類される！
３

３.品目分類について

・分類の概要（9,317品目）H30.4.1現在

※ただし、人間の死体、燃えている火、空気（除く、圧縮空気）は除かれる。



項（４桁）

号
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部

４

３.品目分類について

・関税率表の構成

HS  4 2 0 3 . 1 0 – 2 0 0

号

類

項

国内細分



５

３.品目分類について

・品目分類に必要な商品把握
・何からできてるのか？
原料、成分割合、商品に特性を与えているのは何か

成
分

製
法

・どのようにして作られたか？
製造工程、原料が変化したか、加熱、調理、etc

性
状

・形、大きさ、重さ、色、etc

用
途

・何に、どのように使うのか？
業務用、家庭用、小売用、医療用、子供用、etc

包
装

・どのような包装か？

品名だけでは品目分類ができないので、成分・製法・性状・用途・包装などを把握する。

少しの違いで、異なる税番に分類されることもあります。



６

・関税率表の解釈に関する通則

３.品目分類について

◆ 分類の基本的な国際ルール
ＨＳ条約のHS品目表の「統一システムの解釈に関する通則」（条約

附属書の冒頭）と同じ。

◆ ６つのルールで構成（通則 １～６）

◆ 通則１～５は、４桁（項）の所属を決定

◆ 通則６は、６桁（号）の所属を決定

関税率表上における所属の解釈の基本



７

・通則の構成

３.品目分類について

通則1 基本原則

通則2 項の範囲を拡大する規定

通則3 複数の項に属する場合の所属決定

通則4 該当する項が見当たらない場合の所属決定

通則5 （収納容器、包装容器）

通則6 （項のなかでの号の決定方法）

項（４ケタ）を決定

号（６ケタ）を決定



８

・通則1

３.品目分類について

部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の
適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の
規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原
則に定めるところに従って決定する。

HSコードを構成する２桁の類の表題より、部や類の注及び４桁の項の規定が優先される。

解説

第01類 動物 （生きているものに限る。）

第01類 注１（ｃ） 第95.08項の動物はこの類に含まれないことを規定

「類（2桁）の表題」

【部又は類の注の規定】

第03.01項 魚 （生きているものに限る。）

「項（4桁）の規定」

（参考） 第95.08項の動物とは、サーカス、動物園、その他類似の巡回動物ショーの
一部を構成する動物

魚は動物ではあるが、
第01類ではなく第03類

【項の規定】



９

・通則２

３.品目分類について

⒜ 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての
重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品（この２
の原則により完成したのとみなす未完成の物品を含む。）で、提示の際に組み立
ててないもの及び分解してあるものを含む。

⒝ 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料
又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質
から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材

料又は物質から成る物品の所属は、３の原則に従つて決定する。

（ａ） 項の規定は基本的に完成品についてのものであるが、この規定により未完成
の物品と未組み立ての物品も完成品の項に分類されることを規定している。

例：サドルのない自転車、組立て家具一式

（ｂ） 二以上の材料又は物質から成る物品を一の材料から成る物品として分類で
きることを規定しているが、その決定方法は通則３によることを規定している。

解説



１０

・通則３

３.品目分類について

２（ｂ）の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみら
れる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。

（ａ） 最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている
項に優先する。
ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材
料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて
記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全
な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特
殊な限定をしているものとみなす。

（ｂ） 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売
用のセットにした物品であって、（ａ）の規定により所属を決定することができないも
のは、この（ｂ）の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与え
ている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。

（ｃ） （ａ）及び（ｂ）の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に
値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。



１１

・通則３（ａ）

３.品目分類について

前段は、例えば種類による限定よりも名称による限定が優先されるという規定

例：電動バリカン（85.10）は、手持電動工具（84.67）や家庭用電気機器（85.09）に
は分類されない。

後段は、混合物や結合物品、小売用のセットの一部について特殊な限定をしてい
る項があってもそれで全体を分類できないことを規定

例：木とプラスチックでできた額縁は、木製額縁（44.14）とプラスチック製品（39.26）
と記載的には木の方が限定された項があるが、素材の一部についてのものと
いうことで限定とみなさない。

解説



１２

・通則３（ｂ）

３.品目分類について

（ａ）で分類できない混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた
物品及び小売用のセットにした物品については、重要な特性を与えているものから
成るものとして分類する規定

解説

・混合物の例： 「小麦粉」と 「とうもろこし粉」を混ぜたもの

・異なる材料からなる物品の例： 「木」 と 「プラスチック」からなる額縁

・異なる構成要素で作られた物品の例：
表紙部分が「写真立て」として使える「アルバム」

・小売り用のセットの例：
「電動バリカン」 + 「ヘアブラシ」 + 「くし」 + 「はさみ」 + 「革製ケース」

＝ 「理髪用セット」

物品の役割や用途、性質、成分割合、重量、価格などを総合的
に勘案して判断

☆重要な特性：



１３

・通則３（ｃ）

３.品目分類について

属すると考えられる複数の項で数字が一番後ろの項に分類するという規定

例①：「木」 と 「プラスチック」からなる額縁

例②：「木」 と 「卑金属」からなる額縁

※①と②は全く同一デザインで、材質ごとの面積比等差がないものとする。

額縁は材質により、「木（44.14）」、「プラスチック（39.26）」、「卑金属（83.06）」となる
ため、 例①の場合：44.14、例②の場合：83.06 となる。

解説



１４

・通則４

３.品目分類について

前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類
似する物品が属する項に属する。

解説

項の決定については通則３までで分類できるように規定されているため、この通則
が使用されることはほとんどない。

使用される場合は品目表の不備とも言えるため、ＨＳ改正にて品目表が修正されて
対応されることがほとんどである。

例：炭化したとうもろこしの芯（44.02）

第44.02項は木炭や植物性の殻又はナットの炭が分類される項であり、とうもろこ

しの芯から作る炭については記載がないが、他に分類される項がなく製法、性状等
が類似であることから分類された事例



・通則５

３.品目分類について

前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。

（ａ）写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケー
スその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に
製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される
物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に
含まれる。ただし、この（ａ）の原則は、重要な特性を全体に与えている容器について
は、適用しない。

（ｂ）（ａ）の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装
に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この（ｂ）
の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適
用しない。

（ａ）は、いわゆる専用容器が特定の条件を満たしていれば、収納する本体と一緒
に本体のＨＳコードで分類されるという規定。

（ｂ）は、ダンボール箱のような包装容器は、反復使用するものを除き個別で考える
ことなく包装する本体と一緒に本体のHSコードで分類されるという規定。

解説

１５



１６

・通則６

３.品目分類について

この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規
定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定する
ものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。こ
の6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類
の注も適用する。

解説

通則１～５はHSコード４桁である項を決める際の規定だが、HSコード５桁目、６桁目
の号を決める際にも準用するという規定
また、その際準用した通則で比較する桁数を５桁目なら５桁目同士、６桁目なら６桁
目同士で揃えることも規定



１７

・通則６

３.品目分類について

0105 家きん（鶏（ｶﾞﾙﾙｽ･ﾄﾞﾒｽﾃｨｸｽ）、あひる・・・）

１羽の重量が185ｸﾞﾗﾑ以下のもの

0105．11 鶏（ガルルス・ドメスティクス）

0105．12 七面鳥

0105．13 あひる

0105．14 がちょう

0105．15 ほろほろ鳥

その他のもの

0105．94 鶏（ガルルス・ドメスティクス）

0105．99 その他のもの

「同一の水準にある号」とは、号の規定中の５桁目と６桁目は水準が異なるこ
とを示している。

・５桁目と６桁目では、
５桁目が優先される。

＝掲名されている七
面鳥であっても、重量
が条件を満たさなけ
れば通則３（ａ）を準用
されることはない。



１８

４．事前教示制度について

事前教示制度とは

関税の課税の多様性、新規商品についての税表分類の技術
的困難性を考慮し、適正かつ円滑な納税を確保するため導入
された輸入者のための制度

事前教示制度の種類

• 口頭（含ｅ－メール）による照会
• 文書（照会書：税関様式C第1000号）による照会

事前教示の対象外貨物

• 架空貨物 （例えば・・・はダメ）
• 不服申し立てや訴訟等の紛争中の貨物
• 輸入申告中の貨物



１９

４．事前教示制度について

関税が無税ということで 輸入してみると・・・

口頭照会の場合 （回答期間：ほぼ即日）

工事現場で使う、ゴム手袋を輸入する際
に、

関税ってかかるのかなあ？
電話で聞いてみよう！

① 「ゴム製手袋」は
関税がかかりますか？

② 「ゴム製手袋」であれば、
関税は無税です

④ え～～～～！！！
電話で聞いたのに！

③ これは、ゴム製ではなく
「綿製手袋にゴムを塗布したもの」

なので、有税です！

口頭での回答ですので、輸入通関の際は単なる参考情報にすぎません。

輸入者

輸入者

税関（鑑査部門）

税関（通関部門）



２０

４．事前教示制度について

照会書 回答書

輸入者 税関（鑑査官部門）

事前教示に関する照会書
照会者: 財務商事㈱
品名: 綿製手袋
型番: GLOBE-2 
照会貨物の説明:
製法： 綿糸で編んだ手袋の表面

にゴムを塗布したもの
用途: 作業用
包装: １ダース／箱

事前教示回答書
税番: 6116.10-161
税率: 協定 7.4％
特恵: Free（無税)
品名: 綿製手袋
概要: 綿製手袋にゴムを塗布

したもの

初めての輸入なので、
文書で関税分類の照会をしたいのです

が・・・

こちらが回答書になります。
輸入申告の時に、窓口に提示して下さい。

全国どこで輸入されても有効なので、安心して下さい！

文書照会の場合 （回答期間：最長３０日）

文書事前教示には、サンプルを含めた貨物についての詳細な資料の提出が必要となります。



（参考）税関ＨＰの活用について

２１



税関ＨＰのトップページ下部

関税率表等を掲載！

参考事例を掲載！

文書事前教示の回答事例
を検索可能！

２２
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